
 

 

 

 

資料１ 

令和２年度 知多市国民健康保険事業報告 

 

  



年度等

年度末 年度末

(3～2月) 前年度比 (3～2月) 前年度比

10,682 10,807 -1.3% 10,771 10,946 -3.8%

16,710 17,012 -2.7% 17,067 17,481 -5.8%

0 0 -100.0% 0 9 -88.3%

内 退職者本人 0 0 -100.0% 0 9 -85.0%

訳 被扶養者 0 0 -100.0% 0 0 -100.0%

16,710 17,012 -2.6% 17,067 17,472 -5.5%

※は、別添の用語解説参照。以降も同じ。

一般被保険者

年　間　平　均

世　帯　数

被保険者数

項　目

退職被保険者等※１

内
　
訳

１　加入状況

年　間　平　均

令和２年度 令和元年度

（単位：世帯、人）

H28年度

H29年度

H30年度

R元年度

R２年度

2.66 

1.24 

0.41 

0.05 

0.00 

97.34 

98.76 

99.59 

99.95 

100.00 

加入者構成割合の推移

退職被保険者 一般被保険者
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収　入　額 前年度比 収　入　額 前年度比

1,642,346,061 3.7% 1,584,489,162 -6.5%

15,560,000 13.7% 13,690,000 13454.5%

5,221,068,089 -3.5% 5,412,971,270 0.3%

579,114,761 -24.3% 765,013,810 30.4%

181,414,227 11.6% 162,530,805 -68.3%

38,002,278 -15.8% 45,132,021 -30.6%

7,677,505,416 -3.8% 7,983,827,068 -3.3%

支　出　額 前年度比 支　出　額 前年度比

105,834,428 152.4% 41,927,317 -7.7%

5,129,525,090 -4.2% 5,355,898,172 0.3%

4,481,644,238 -5.2% 4,727,551,451 0.0%

内 623,289,012 3.3% 603,300,311 3.5%

訳 19,791,840 -1.8% 20,146,410 -17.0%

4,800,000 -2.0% 4,900,000 -14.0%

2,197,924,960 -5.0% 2,314,624,164 -6.7%

80,623,195 -4.7% 84,572,188 -1.2%

5,072,900 -5.9% 5,391,000 -96.2%

7,518,980,573 -3.6% 7,802,412,841 -3.6%

158,524,843 -12.6% 181,414,227 11.6%

２　経理状況
  (1) 収入

令和２年度（見込み） 令和元年度

（単位：円）

令和元年度

年度等

項　目

  (2) 支出
令和２年度（見込み）

国民健康保険税

国庫支出金

県支出金

繰入金　※２

繰越金

その他

合　　　計

葬祭諸費

年度等

保健事業費

収支差引額

項　目

総　務　費

保険給付費

合　　　計

療養諸費

高額療養費　※３

出産育児諸費

  (3) 収支差引額

国保事業費納付金 ※４

そ　の　他

総務費

1.4%

保険給付費

68.2%

国保事業

費納付金

29.2%

保健事業費

1.1%

その他

0.1%

支出構成割合

国民健康

保険税

21.4%

国・県支出金

68.2%

繰入金

7.5%

繰越金

2.4%

その他

0.5%

収入構成割合
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年度等
項　目 収　納　額 前年度比 収　納　額 前年度比

医療給付費分　※5 1,088,976,728 2.7% 1,059,991,063 -6.1%

後期支援金分　※6 423,350,102 7.6% 393,376,146 -6.4%

介護納付金分　※7 129,648,318 -0.2% 129,907,242 -5.8%

合  　　計 1,641,975,148 3.7% 1,583,274,451 -6.1%

年度等
項　目 収　納　額 前年度比 収　納　額 前年度比

医療給付費分 212,685 -70.6% 722,482 -85.0%

後期支援金分 75,786 -71.0% 260,903 -85.4%

介護納付金分 82,442 -64.4% 231,326 -85.4%

合  　　計 370,913 -69.5% 1,214,711 -85.2%

項　目 令和２年度（見込み） 前年度比 令和元年度 前年度比

調定額　※8 1,649,147,400 3.4% 1,594,833,200 -5.6%

収納額　※9 1,552,805,136 4.2% 1,489,961,107 -5.6%

不納欠損額　※10 0 皆減 27,000 皆増

未収額　※11 96,342,264 -8.1% 104,845,093 -5.9%

収納率（％） 94.16 0.8% 93.43 0.0%

一世帯当たり調定額 152,699 4.6% 146,020 -2.0%

一人当たり調定額 97,106 6.1% 91,562 0.0%

項　目 令和２年度（見込み） 前年度比 令和元年度 前年度比

調定額 313,668,951 -11.1% 352,731,214 -16.9%

収納額 89,540,925 -5.3% 94,528,055 -18.8%

不納欠損額 27,174,579 -34.4% 41,407,601 -32.0%

未収額 196,953,447 -9.2% 216,795,558 -12.3%

収納率（％） 28.55 6.5% 26.80 -2.3%

一世帯当たり調定額 29,043 -10.1% 32,295 -13.7%

一人当たり調定額 18,470 -8.8% 20,251 -11.9%

令和２年度（見込み） 令和元年度

　(3)  収納状況（現年度分）

　(4)  収納状況（滞納繰越分）

３　国民健康保険税の状況

　(1)  一般被保険者分収納額    （単位：円）

令和２年度（見込み） 令和元年度

　(2)  退職被保険者等分収納額
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前年度比 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比

療 養 給 付 費※12 6,007,648,688 -5.2% 278,883 -10.4% 353,142 -2.6% 21,542 5.9% 16.4 -7.9% 6,336,080,593 -4.6%

療  　養  　費※13 56,823,927 -1.9% 6,544 -11.1% 3,340 0.8% 8,683 10.4% 0.4 0.0% 57,908,387 -4.7%

合  　　計 6,064,472,615 -5.2% 285,427 -10.5% 356,482 -2.6% 21,247 5.9% 16.8 -7.7% 6,393,988,980 -4.6%

前年度比 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比

療 養 給 付 費 -49,140 -101.4% -1 -100.5% － － － － － － 3,561,980 -49.3%

療  　養  　費 0 -100.0% 0 -100.0% － － － － － － 48,006 -88.5%

合  　　計 -49,140 -101.4% -1 -100.5% － － － － － － 3,609,986 -49.6%

前年度比 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比

療 養 給 付 費 6,007,599,548 -5.2% 278,882 -10.5% 353,139 -2.6% 21,542 5.9% 16.4 -7.9% 6,339,642,573 -5.4%

療  　養  　費 56,823,927 -2.0% 6,544 -11.2% 3,340 0.8% 8,683 10.4% 0.4 0.0% 57,956,393 -5.7%

合  　　計 6,064,423,475 -5.2% 285,426 -10.5% 356,479 -2.6% 21,247 5.9% 16.8 -7.7% 6,397,598,966 -5.4%

前年度比 前年度比 － 前年度比 － 前年度比

出産育児一時金 18,942,180 -5.9% 45 -6.3% － － 420,937 － － － 20,136,750 -34.3%

葬　　祭　　費 4,800,000 -2.0% 96 -2.0% － － 50,000 － － － 4,900,000 -9.5%

合  　　計 23,742,180 -5.2% 141 -3.4% － － － － － － 25,036,750 -30.6%

１人当たり給付件数 費　 用 　額

　　　　　年度等
 項目

費 　用 　額 支　給　件　数 １件当たり費用額 費　 用 　額－ －

令和２年度（見込み）

費　 用 　額

　　　　　年度等
 項目

令和２年度（見込み）

費 　用 　額 給　付　件　数 １人当たり費用額 １件当たり費用額 １人当たり給付件数 費　 用 　額

4　保険給付の状況

　(1) 一般被保険者分
令和元年度

（単位：円、件）

　　　　　年度等
 項目

給　付　件　数 １人当たり費用額 １件当たり費用額 １人当たり給付件数費 　用 　額

令和２年度（見込み）

　(2) 退職被保険者等分
令和元年度

　(3) 総医療費（(1)+(2)）

令和元年度

令和元年度

　(4) その他の給付

　　　　　年度等
 項目

令和２年度（見込み）

費 　用 　額 給　付　件　数 １人当たり費用額 １件当たり費用額
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（単位：円、件、日）

前年度比 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比

診 入　院 2,005,070,085 -4.7% 3,106 -8.4% 42,631 -10.5% 117,862 -4.7% 645,547 4.0% 47,033 6.5%

療 入院外 2,190,369,475 -8.7% 146,229 -11.5% 217,582 -14.2% 128,754 -8.7% 14,979 3.2% 10,067 6.5%

費 歯　科 515,208,730 -7.0% 40,726 -11.0% 63,022 -12.4% 30,285 -7.0% 12,651 4.4% 8,175 6.2%

小　計 4,710,648,290 -6.8% 190,061 -11.4% 323,235 -13.4% 276,901 -6.8% 24,785 5.1% 14,573 7.6%

1,164,043,195 1.4% 88,085 -8.5% － － 68,425 1.4% 13,215 10.9% － －

74,478,853 -8.1% (2,934) -10.4% － － 4,378 -8.1% 25,385 2.5% － －

58,478,350 14.4% 737 3.9% 5,002 10.6% 3,437 14.3% 79,346 10.0% 11,691 3.4%

6,007,648,688 -5.2% 278,883 -10.4% 328,237 -13.1% 353,142 -5.2% 21,542 5.9% 18,303 9.1%

前年度比 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比

診 入　院 0 － 0 － 0 － － － － － － －

療 入院外 850 -100.0% 0 -100.0% -1 -100.5% － － － － － －

費 歯　科 0 -100.0% 0 -100.0% 0 -100.0% － － － － － －

小　計 850 -100.0% 0 -100.0% -1 -100.4% － － － － － －

0 -100.0% 0 -100.0% － － － － － － － －

0 － (0) － － － － － － － － －

-49,990 -62587.5% -1 － -3 － － － － － － －

-49,140 -101.4% -1 -100.5% -4 -101.8% － － － － － －

前年度比 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比

診 入　院 2,005,070,085 -4.7% 3,106 -8.4% 42,631 -10.5% 117,862 -2.1% 645,547 4.0% 47,033 6.5%

療 入院外 2,190,370,325 -8.8% 146,229 -11.6% 217,581 -14.3% 128,754 -6.2% 14,979 3.2% 10,067 6.5%

費 歯　科 515,208,730 -7.1% 40,726 -11.0% 63,022 -12.5% 30,285 -4.5% 12,651 4.4% 8,175 6.1%

小　計 4,710,649,140 -6.9% 190,061 -11.4% 323,234 -13.5% 276,902 -4.3% 24,785 5.1% 14,573 7.6%

1,164,043,195 1.4% 88,085 -8.5% － － 68,425 4.2% 13,215 10.9% － －

74,478,853 -8.1% (2,934) -10.4% － － 4,378 -5.6% 25,385 2.5% － －

58,428,360 14.3% 736 3.8% 4,999 10.5% 3,435 17.4% 79,386 10.1% 11,688 3.4%

6,007,599,548 -5.2% 278,882 -10.5% 328,233 -13.2% 353,139 -2.6% 21,542 5.9% 18,303 9.1%

食事・生活療養は「入院時食事療養費」及び「入院時生活療養費」のこと。件数の (　　　) は、入院件数の再掲

5　（参考資料１）保険給付の給付事由の内訳

　(1) 一般被保険者分

１人当たり費用額 １件当たり費用額

訪問看護
合　　計

調　　剤
食事・生活療養

日　　数費　用　額 件　　数

　(2) 退職被保険者等分

１人当たり費用額 １件当たり費用額

費　用　額

１日当たり費用額費　用　額 件　　数

日　　数

１日当たり費用額

１日当たり費用額

訪問看護

調　　剤
食事・生活療養

件　　数

合　　計

　(3) 総医療費(1)+(2)

日　　数 １人当たり費用額 １件当たり費用額

合　　計

調　　剤
食事・生活療養

訪問看護

入 院

33%

入院外

37%

歯 科

9%

その他

22%

１人当たり給付事由別内訳

入 院
33%

入院外
37%

歯 科
9%

その他
２０%
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（参考資料２）令和元年度実績　国民健康保険主要データ比較

3,345,330 36,117 51,045 39,514 20,719 10,760 25,158 52,184

7,591,289 85,377 114,894 92,670 50,154 28,655 59,407 119,884

930,949 10,771 12,441 9,583 5,921 3,164 6,879 14,088

27.8% 29.8% 24.4% 24.3% 28.6% 29.4% 27.3% 27.0%

1,453,856 17,067 19,508 15,289 9,492 5,149 11,121 22,454

19.2% 20.0% 17.0% 16.5% 18.9% 18.0% 18.7% 18.7%

349,131 365,974 353,195 363,299 370,929 383,631 344,246 345,998

－ 11位 19位 12位 8位 3位 30位 28位

99,569 91,232 98,350 104,923 98,492 93,175 99,016 96,230

－ 48位 33位 9位 32位 46位 31位 40位

94.63 93.42 93.01 97.93 93.49 97.05 96.21 98.25

－ 36位 40位 5位 34位 6位 13位 4位

※　本市を含む知多半島の５市、及び本市に隣接する町を比較。世帯数、人口、被保険者数は、年度末現在

半田市

総　世　帯　数

総 　　人　　口

知多市 東海市 大府市 東浦町 阿久比町 常滑市

県内54市町村内順位

一人当たり療養諸費費用額（円）

県全体

一人当たり 保険税調定額（円）

県内54市町村内順位

保険税収納率（現年度分）

国保被保険者数（人）

総人口に占める割合

国保世帯数（世帯）

総世帯に占める割合

県内54市町村内順位
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資料１ 別添（用語解説） 

 

  



1 

 

＜用語解説＞ 

 

１ 退職被保険者等 
 
原則として厚生年金保険法などに基づく老齢または退職を支給事由とする年金たる給

付を受けることができる者であって、被保険者期間等の期間が２０年以上であるか、ま

たは４０歳に達した月以降に係る被保険者期間等の期間が１０年以上である者で６５歳

までの者、及びその被扶養者。 

制度廃止に伴う経過措置により、平成２７年度以降は、それまでに退職被保険者とな

った者及びその被扶養者のみが対象となり、本市では、令和元年度末までにすべての退

職被保険者が６５歳に達し、被扶養者と共に一般被保険者に移行して、該当者はいなく

なった。ただし、制度上は令和７年度まで継続することが見込まれるため、今後、転入

等により該当者が現れる場合がある。 

 

２ 繰入金 

 

 国民健康保険事業特別会計に市の一般会計から繰入れを行うもの。法定繰入と法定外

繰入に分かれており、法定繰入については国と地方の財源調整の一環として、地方財政

措置が講じられる。法定外繰入のうち、決算補填等目的の繰入については、赤字に分類

され、削減・解消が求められている。 

 

保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 

   市町村は、一般会計から低所得者について条例の定めるところにより行う保険税

の減額賦課の額から退職被保険者等に係る額を控除した額を基礎として、国保特別

会計に繰り入れなければならない。都道府県は市町村の繰入金の4分の3相当を負

担する。 

 

保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 

   市町村は、一般会計から低所得者の数に応じて国民健康保険の財政状況その他の

事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を国保特別会計に繰り入れな

ければならない。国及び都道府県は、それぞれ市町村の繰入金の2分の1相当分及

び4分の1相当を負担する。 

 

 職員給与費等繰入金 

   職員給与費や国民健康保険事務に要する経費のうち、補助金を除いた額を繰り入

れるもの。 

 

出産育児一時金繰入金 

   出産育児一時金の支給額（42万円）の3分の2に相当する額を、国保特別会計に

繰り入れなければならない。 
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財政安定化支援事業繰入金 

   国保財政の健全化及び保険税負担の平準化に資するための繰入。高齢者数に着目

して、年齢構成差による給付費の増嵩(＊)の一定割合により算定された額を一般会

計から繰入れることができる。 

  ＊増
ぞう

嵩
すう

：予算や費用などの金額が増えること。 

その他一般会計繰入金 

   現行保険税の収入と補助金等で賄いきれない国保事業費について、一般会計から

繰入れて補填するもの（法定外繰入）。国民健康保険税の負担緩和分が決算補填等目

的の繰入（赤字）に該当する。 

 

３ 高額療養費 
 
高額療養費は、被保険者が同一の月にそれぞれ一つの病院、診療所、薬局その他につ

いて受けた療養に係る自己負担額が高額療養費算定基準額（自己負担限度額）を超える

場合に、その超える額を支給するもの。自己負担限度額は次のとおり 

 

  ７０歳未満の方 

所

得

区

分 

同一世帯の 

国保加入者 

全員の 

旧ただし書 

所得合計額 

自己負担限度額 

過去12か月３回目まで ４回目以降 

ア 901万円超 
252,600円 

＋（医療費－842,000円）×１％ 
140,100円 

イ 
600万円超 

901万円以下 

167,400円 

＋（医療費－558,000円）×１％ 
93,000円 

ウ 
210万円超 

600万円以下 

80,100円 

＋（医療費－267,000円）×１％ 
44,400円 

エ 210万円以下 57,600円 44,400円 

オ 
市民税非課税

世帯 
35,400円 24,600円 

  注 旧ただし書所得＝総所得金額等－基礎控除額 
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  ７０歳以上の方 

所得区分 
外 来 

(個人ごと) 

外 来 ＋ 入 院（世帯ごと） 

過去12か月3回目まで ４回目以降 

現
役
並
み
所
得
者 

Ⅲ 

690万円以上 

252,600円 

＋（医療費－842,000円）×１％ 
140,100円 

Ⅱ 

380万円以上 

690万円未満 

167,400円 

＋（医療費－558,000円）×１％ 
93,000円 

Ⅰ 

145万円以上 

380万円未満 

80,100円 

＋（医療費－267,000円）×１％ 
44,400円 

一般世帯 
18,000円 

(年間上限) 
(144,000円) 

57,600円 44,400円 

市
民
税
非

課
税
世
帯 

低所得者

Ⅱ 
8,000円 

24,600円 

低所得者

Ⅰ 
15,000円 

  注１ 現役並み所得者とは、各種控除後の市民税課税所得額が145万円以上の者と

その者と同一世帯の 70～74 歳の者。ただし、高齢者（70～74 歳の国保加入者

及び75歳以上の旧国保加入者）の2人世帯では年収が520万円未満、単身世帯

では年収が383万円未満の者で申請した者、又は、同一世帯の70～74歳の者の

旧ただし書所得が210万円以下の者は一般世帯。 

  注２ 一般世帯とは、現役並み所得者以外の市民税課税世帯。 

  注３ 低所得者Ⅱとは、世帯主及び世帯員全員が市民税非課税である者（低所得者

Ⅰ以外の者） 

  注４ 低所得者Ⅰとは、世帯主及び世帯員全員が市民税非課税かつ各種所得等から

必要経費・控除額（年金の所得は控除額を80万円として計算）を差し引いた所

得が0円となる者。 

  注５ 年間上限額は8月から翌年7月までの累計額に対して適用。 

 

４ 国保事業費納付金 
 
 平成３０年度制度改革により国民健康保険の財政運営の主体となった都道府県に対し

て、都道府県内の市町村が納付する。医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付

金分に分かれており、納付金額の算定は都道府県が行う。 

都道府県は、保険給付費、後期高齢者支援金等、介護納付金の推計をもとに、都道府

県内の保険料収納必要総額を算出し、当該総額を市町村ごとの被保険者数及び所得水準

で按分して市町村ごとの納付金額を決定する。医療給付費分については、按分した金額

に市町村ごとの医療費水準を反映させて決定する。納付された納付金は、国などからの

公費とまとめて管理し、市町村に対して保険給付に必要な費用を交付する。 
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５ 医療給付費分 

 

 国民健康保険事業費納付金のうち、主に医療給付費分の納付に要する費用に充てるた

めの課税額。基礎課税額分ともいう。 

 

６ 後期支援金分 

 

 国民健康保険事業費納付金のうち、７５歳以上を対象とする後期高齢者医療制度の医

療費等に充てるための後期高齢者支援金等分の納付に要する費用に充てるための課税額。 

 

７ 介護納付金分 

 

 国民健康保険事業費納付金のうち、介護保険の費用に充てるための介護納付金分の納

付に要する費用に充てるための課税額。４０歳以上６５歳未満の介護第２号被保険者が

課税対象。 

 

８ 調定額 
 
 地方公共団体の歳入を徴収しようとする場合において、地方公共団体の長がその歳入

の内容を調査して収入金額を決定する行為を調定といい、決定された額が調定額となる。

国民健康保険税は、国民健康保険税条例に規定する税率等により算定した額となる。 

 

９ 収納額 
 
 調定額のうち納付書等により払い込まれて市の収入となった額をいう。 

 

１０ 不納欠損額 
 
 国民健康保険税の徴収権の消滅で、地方税法第１８条第１項では法定納期限の翌日か

ら起算して、５年間行使しないことによって、時効により消滅すると規定されている。

また、同じく地方税法第１５条の７では一定の要件に該当する場合には、第４項では３

年、第５項では即時に消滅させることができると規定されている。 

 

１１ 未収額 
 
 調定額から収納額、不納欠損額を控除した額で、滞納繰越分として翌年度に繰り越し

する。 

 

１２ 療養給付費 
 
 国保における原則的な医療給付であり、医療機関等における診療、薬剤、処置・手術、

居宅における療養上の管理、入院などの費用に対する給付で、現物給付として行われる。 
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(参考)診療報酬明細書（レセプト） 

   診療報酬明細書は、保険医療機関等が被保険者の診療を行ったときの医療費をそ

の患者の所属する保険者に対して請求する診療報酬請求書に添付する書類である。

診療報酬明細書は、患者ごとに毎月１枚作成し、各月に実際に行った診療内容と個々

の診療行為に要した費用の額を記入するもので、診療内容の明細を示すために作成

される。 

 

１３ 療養費 
 
 国保における補完的な医療給付であり、コルセットなどの治療用装具、柔道整復師に

よる施術、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術などの費用や、

保険医療機関等がない地域で病気になった場合など保険者が療養の給付を行うことが困

難であると認めるときに給付するもので、現金給付として行われる。 

 



 

 

 

 

資料２ 

ジェネリック医薬品利用促進の状況 

 

  



ジェネリック医薬品の利用促進の状況 

 

（１）差額通知送付実績 

令和２年８月送付分 

（内容） 

対象月       令和 2年 6月調剤分 

通知対象差額    200円以上 

通知対象医薬品   精神神経用剤、不整脈用剤、血圧降下剤、血管拡張剤、  

高脂血症用剤、消化性潰瘍用剤、糖尿病用剤、 

鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤、その他のアレルギー用薬 

通知件数      476件 （前年同期 212件） 

ジェネリック医薬品利用率（数量）79.0％（前年同期 80.7％） 

 

（効果） 

保険者負担軽減額  令和 2年 7月～令和 3年 4月累計 

2,349,653円（前年同期 209,045円） 

 

令和３年 2月送付分 

（内容） 

対象月       令和 2年 12月調剤分 

通知対象差額    200円以上 

通知対象医薬品   精神神経用剤、不整脈用剤、血圧降下剤、血管拡張剤、  

高脂血症用剤、消化性潰瘍用剤、糖尿病用剤、 

鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤、その他のアレルギー用薬 

通知件数      350件 （前年同期 187件） 

ジェネリック医薬品利用率（数量）83.5％（前年同期 81.9％） 

 

（効果） 

保険者負担軽減額  令和 3年 1月～4月累計 

69,407円（前年同期 18,874円） 

 

（２）ジェネリック医薬品利用率（数量）の推移 

（単位 ％）  

年 度 H27 H28 H29 H30 R 元 R2 

平均利用率（数量） 

目標値（80%） 
59.7 68.6 73.7 78.1 81.1 82.7 

 



 

 

 

 

資料３ 

令和２年度 保健事業実績 

 

  



１ 

 

令和２年度保健事業実績 

 

１ 特定健康診査・特定保健指導 

 (1) 特定健康診査受診率の推移 

年度 対象者数 受診者数 受診率(％) 

平成２８年度 １６,５５９ ７,３６４ ４４.５ 

平成２９年度 １５,６９６ ７,２９８ ４６.５ 

平成３０年度 １５,０３７ ７,０６０ ４７.０ 

令和元年度 １４,２６３ ６,８０３ ４７.７ 

令和２年度 １３,９４４ ６,１５７ ４４.２ 

                       資料：保健の動向 

 (2) 特定保健指導該当者数と該当率の推移 

年度 
動機づけ支援 積極的支援 

該当者数 該当率(％) 該当者数 該当率(％) 

平成２８年度 ６９８ ９.５ １３８ １.９ 

平成２９年度 ６９２ ９.５ １６０ ２.２ 

平成３０年度 ６１５ ８.７ １４２ ２.０ 

令和元年度 ５９５ ８.７ １３１ １.９ 

令和２年度 ５９１ ９.６ １１５ １.９ 

                       資料：保健の動向 

 (3) 特定保健指導実施者数（初回面接終了者）と実施率の推移 

年度 
動機づけ支援 積極的支援 

実施者数 実施率(％) 実施者数 実施率(％) 

平成２８年度 ４３６ ６２.５ ６２ ４４.９ 

平成２９年度 ３９５ ５７.１ ５９ ３６.９ 

平成３０年度 ３２０ ５２.０ ５２ ３６.６ 

令和元年度 ２９６ ４９.７ ６２ ４７.３ 

令和２年度 ３１８ ５３.８ ３９ ３３.９ 

                       資料：保健の動向 

 (4) 特定保健指導参加勧奨 

特定保健指導該当者のうち保健指導未利用者に対して、電話で個別に利用勧

奨を行うことで指導を受ける機会を提供する。また、保健指導の利用勧奨とと

もに、医療受診勧奨レベルの対象者へ、受診勧奨を行う。 

区分 対象者数 勧奨修了者 
勧奨後の 

保健指導利用者 

保健指導 

参加勧奨 
１３３人 

６０人 

（４５.１％） 

６人 

（１０.０％） 

 



２ 

 

区分 対象者数 勧奨修了者 
勧奨後の 

医療受診者 

医療受診

勧奨 
３７人 

２５人 

（６７.６％） 

９人 

（３６．０％） 

                       資料：保健の動向 

 

２ 糖尿病性腎症重症化予防事業 

 (1) 目的 

糖尿病域の方を対象に、糖尿病及びその合併症についての知識を深め、栄養 

・身体活動を中心とした生活習慣の改善の必要性を実感してもらう。さらにセ

ルフモニタリングができ、医療管理と合併症予防の必要性を認識できるよう支

援する。 

 (2) 対象者 

ア 令和元年度知多市特定健康診査又は若年健康診査を受診した２０歳から 

７４歳までの者のうち、ＨｂＡ１ｃ値（ＮＧＳＰ値）が６.５％以上であっ

た者 

イ 過去３年間にＨｂＡ１ｃ値（ＮＧＳＰ値）６.５％以上が確認されている

が、最近１年間に健診受診歴やレセプトにおける糖尿病受療歴がない４０歳

から７４歳までの者 

※糖尿病、がん、精神疾患、難病、認知症等治療中の者は除く。 

 (3) 実施期間 

令和２年７月から令和３年２月まで 

 (4) 実績 

  ア 糖尿病性腎症重症化予防プログラム 

    面談３回（初回面談、中間面談及び最終面談）、電話支援 ２回 

    ※初回面談と最終面談には血液検査（ＨｂＡ１ｃ値）、尿検査（尿蛋白）

を実施する。 

    ※初回面談で半年後の目標を立て、電話支援や中間面談で生活の振り返り

や栄養・運動等の指導を実施する。また、同時に受診勧奨を実施する。 

    参加人数・・・３２人（対象者１５７人、参加率２０.４％） 



３ 

 

（各測定項目の平均値の推移） 

項目 初回（３２人） 中間（３２人） 最終（２９人※） 

体重（kg） ６２.１ ６０.８ ５９.７ 

ＢＭＩ（kg/㎡） ２４.６ ２４.１ ２３.６ 

腹囲（cm） ８６.６ ８５.７ ８３.８ 

最高血圧（mmHg） １４１ １４１ １４１ 

最低血圧（mmHg） ８０ ７９ ７８ 

ＨｂＡ１ｃ（％） ６.６６  ６.４８ 

                          ※最終面談不参加者３人 

 （アンケート結果）                        （人） 

食 

事 

指 

導 

良く理解できた ２４  運 

動 

指 

導 

良く理解できた ２５ 

やや理解できた ７ やや理解できた ６ 

どちらともいえない １ どちらともいえない ０ 

あまり理解できなかった ０ あまり理解できなかった １ 

全く理解できなかった ０ 全く理解できなかった ０ 

 

 （その他） 受診状況：参加者３２人中１２人が受診につながった 

       ＨｂＡ１ｃ ６.５％未満・・・最終面談時に１４人になった 

 

  イ 糖尿病性腎症重症化予防講演会 

公立西知多総合病院内分泌・代謝内科の医師等による講演会を予定してい

たが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 



 

 

 

 

資料４ 

令和３年度 保健事業予定 

 

  



１ 

 

令和３年度 保健事業予定 

 

１ 特定健康診査 

 (1) 対象者 知多市国民健康保険に加入する４０歳から７４歳までの者 

 (2) 実施期間 

  ア 個別健診（市内医療機関１７か所及び公立西知多総合病院で実施） 

    令和３年６月１日から９月３０日まで 

    ※公立西知多総合病院は令和４年１月３１日まで 

  イ 集団健診（保健センター及び各まちづくりセンター等で実施） 

    令和３年７月２６日から９月３０日までの期間中３５日間 

 (3) 内容 

   基本項目【全員】 

 

 

 

    追加項目 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

診 察 等 
問診、計測（身長、体重、腹囲）、 

理学的検査、血圧 

血 

 

 

液 

脂質 

中性脂肪、HDLコレステロール、 

LDLコレステロール、 

総コレステロール 

肝機能 
GOT（AST）、GPT（ALT）、γ－GTP、 

ALP、総蛋白量 

代謝系 血糖（随時）、HbA1c 

血液一般 

（貧血検査

を含む） 

血色素量、赤血球数、 

ヘマトクリット値、アルブミン、 

白血球数、血小板、平均赤血球容

積、平均赤血球血色素量、 

平均赤血球血色素濃度、血清鉄 

尿酸 尿酸 

尿・腎機能 

尿素窒素、 

血清クレアチニン（eGFR） 

尿 
尿糖、尿蛋白、尿潜血、 

ウロビリノーゲン 

心 機 能 心電図検査 

【希望者に実施】 

胸部Ｘ線検査 

（肺がん・結核健診） 

【対象者及び 

希望者に実施】 

眼底検査 

 



２ 

 

２ 特定保健指導 

 (1) 対象者 

   特定健康診査を受診した、市内在住の４０歳から７４歳までの者のうち、次の項目

に該当する者 

 追加リスク  

④喫煙歴 

 

対   象 

①血糖 ②脂質 

③血圧 

４０～６４歳 ６５～７４歳 

腹  囲 

≧８５㎝（男性） 

≧９０㎝（女性） 

２つ以上該当  積極的支援  

 

 

動機付け支援 

 

 

１つ該当 あり 

なし 動機付け支援 

 

上記以外で 

ＢＭＩ≧２５ 

３つ該当  積極的支援 

２つ該当 あり 

なし 動機付け支援 

１つ該当  

   ※上記にあてはまらない場合は、「情報提供レベル」とする。 

(2) 内容 

  別紙１「支援の方法と流れ」を参照 

 

３ 糖尿病性腎症重症化予防事業 

 (1) 対象者 

  ア 令和２年度知多市特定健康診査又は若年健康診査を受診した２０歳から７４歳ま

での者のうち、HbA1c値（NGSP値）が６.５％以上であった者 

  イ 過去３年間にHbA1c値（NGSP値）６.５％以上が確認されているが、最近１年間に

健診受診歴やレセプトにおける糖尿病受療歴がない４０歳から７４歳までの者 

   ※糖尿病、がん、精神疾患、難病、認知症等治療中の者は除く。 

 (2) 内容 

  ア 糖尿病性腎症重症化予防プログラム 

    面談３回（初回面談、中間面談及び最終面談）、電話支援 ２回 

    ※初回面談と最終面談には血液検査（HbA1c値）、尿検査（尿蛋白・尿中

微量アルブミン）を実施する。 

    ※初回面談で半年後の目標を立て、電話支援や中間面談で生活の振り返り

や栄養・運動等の指導を実施する。また、同時に受診勧奨を実施する。 
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イ 糖尿病性腎症重症化予防講演会 

    日程 令和３年１１月予定 

 医師講話（５０分） 糖尿病の病態および合併症について 

医療管理の必要性について 

管理栄養士講話（２０分） 血糖値上昇を抑える食べ方や嗜好品摂取によ

る血糖値変化について 

歯科衛生士講話（１５分） 糖尿病と歯周疾患の関連性について 

保健師講話（１０分） 糖代謝への運動効果について 



支援プログラムに

説明会
不参加

電話連絡※２回実施
結果郵送 参加勧奨：説明会再勧奨

　：個別対応（面接・訪問等）の案内

二次検査受診勧奨

別紙１

プログラム途中
に脱落

＜集団型＞
・運動サポート講座（運動中心プログラム）
・食事サポート講座（食生活中心プログラム）

＜個別型＞
・いきいき健康生活応援プラン
　（面接、訪問、電話）

【オプションプログラム】
・あいち健康プラザ「知多市マイプラン」

結果郵送（情報提供用リーフレットを入れる）

    令和3年度　特定保健指導　－支援の方法と流れ－

（評価）
６か月後の測定日
に体重・腹囲・血圧
等評価
※来所困難な場合
は電話等で対応

動機付け
支援

（４０～７４
歳）

（評価）
６か月後の測定日に体重・腹囲・血圧等評価
※来所困難な場合は電話等で対応

情報提供

特
定
健
診
受
診

事前に電話勧奨

参加意思あり

不
参
加
・
連
絡
と
れ
ず

結果・情報提供リーフレットを渡して終了

主に動機
づけ支援
該当者

　：欠席理由・参加可能な日時・希望内
容などを把握

　：受診勧奨判定値を超える者に
　早期受診を促す

主に積極
的支援該

当者

参加意思なし

支援該当者に
は説明会の案
内を送付し、健
診結果を説明
会にて渡す

積極的支
援（４０～
６４歳）

健
診
結
果
説
明
会

（
初
回
面
接

）

説明会
参加

当日に電話連絡し、
説明会再勧奨

（拒否等）

40・50代：事前に
電話勧奨



                                       別紙２ 

      

 

  糖尿病性腎症重症化予防事業の流れ 
 

 

 

 

 

令和２年度知多市特定健康診査又は若年健康診査受診 

 

２０～７４歳 

・前年度の健診結果で HbA1c

値（NGSP 値）が 6.5％以上で

あった者 

 

※対象者抽出：糖尿病、がん、精神疾患、難病、認知症等治療中の者は除く 

糖尿病重症化予防講演会 

①医師講話 

②管理栄養士講話（市職員） 

③歯科衛生士講話（市職員） 

④保健師講話（市職員） 

⑤保健指導プログラム勧奨 

 

保健指導プログラム実施 

面接３回、電話支援２回 

委託（６か月間） 

 

 

評価 

プログラム参加前後 

血液検査（HbA1c） 

尿検査 

（尿蛋白・尿中微量ｱﾙﾌﾞﾐﾝ） 

生活状況の変化 

特定健康診査結果 

・電話勧奨 

・受診勧奨 

重症度の高い者

から順に勧奨 

講演会参加 講演会不参加 

評価 

講演会３か月後：受診状況 

令和３年度 

評価：受診状況の確認 

 

プ

ロ

グ

ラ

ム

不

参

加 

 

４０～７４歳 

・過去３年間で HbA1c 値（NGSP

値）6.5％以上が確認されている

ものの、最近１年間に健診受診歴

やレセプトにおける糖尿病受療

歴がない者 

 

通知：受診勧奨、講演会・プログラム参加勧奨 

 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加 



若年健康診査受診勧奨について  

 

 来年度から特定健康診査の対象者になる今年度３９歳を迎える方に対して、

若年健康診査の個別通知を行うことにより、特定健康診査の継続受診につな

げることを目的とする。  

 

対象   今年度、 39 歳を迎える方で国民健康保険加入者  

方法   ６月末に受診勧奨ハガキを送付する  

 

    【受診勧奨ハガキの内容】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

資料５ 

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手

当金の支給について 

 

  



新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について 

 

１ 対象者 

  給与等の支払いを受けている被保険者のうち、次のどちらかに当てはまる方 

 (1) 新型コロナウイルス感染症に感染した方 

 (2) 発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる方 

 

２ 支給期間 

  療養のため労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日から、

労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日 

 

３ 支給額 

  直近の継続した３か月間の給与等収入の合計額÷就労日数×２／３×日数（日額支給

上限 ３０，８８７円） 

  給与収入の全部又は一部を受け取ることができる方に対しては、給与収入を受け取る

ことができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、受け取ることができる給与収

入の額が、規定により算定される傷病手当金の額より少ない時は、その差額を支給する。 

 

４ 適用期間 

  令和２年１月１日から令和３年９月３０日までの間。入院が継続する場合などは、最

長１年６か月まで 

 

５ 申請方法 

  申請書（世帯主記入用、被保険者記入用、事業主記入用、医療機関記入用）による申

請が必要。ただし、医療機関記入用は、医療機関を受診した場合に限る。 

 



 

 

 

 

資料６ 

新型コロナウイルス感染症に伴う国民健

康保険税の減免について 

 

  



新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険税の減免について 

 

１ 減免対象者及び減免額 

 (1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷

病を負った世帯の方 保険税を全額免除 

 (2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見

込まれ、次のアからウの全てに該当する世帯の方 保険税の一部を減額（※） 

  ア 事業収入等のいずれかの減収額が、前年に比べて１０分の３以上であるこ

と 

  イ 前年の所得の合計額が１,０００万円以下であること 

  ウ アの事業収入等に係る所得以外の前年所得の合計額が４００万円以下であ

ること 

   ※ 減免額＝Ａ×Ｂ／Ｃ×減免割合 

     Ａ 保険税額 

     Ｂ 減収見込みの事業収入に係る前年所得の合計 

     Ｃ 世帯の主たる生計維持者及び被保険者の前年所得の合計 

     減免割合 

（前年の合計所得金額）   （割合） 

３００万円以下であるとき １０分の１０ 

４００万円以下であるとき １０分の８ 

５５０万円以下であるとき １０分の６ 

７５０万円以下であるとき １０分の４ 

１,０００万円以下であるとき １０分の２ 

        生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、生計維持者の前年

の合計所得額にかかわらず、減額又は免除の割合は、１０分の１０

とする。 

 

２ 減免対象保険税 

令和３年度分及び令和２年度分の保険税であって、令和３年４月１日から令和

４年３月３１日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの 

 

３ 申請期限 

令和４年３月３１日 



 

 

 

 

資料７ 

令和３年度 運営協議会委員名簿 



令和３年度国民健康保険運営協議会委員名簿 
 

（令和３年７月１日現在） 

１ 被保険者代表 

区  分 委 員 名 委嘱経歴 備 考 

被 保 険 者 

浅 井   宏 Ｒ３. 7. 1 新 

宮 脇 康 悦 Ｒ３. 7. 1 新 

近 藤 雅 範 Ｒ３. 7. 1 新 

吉 川 克 美 Ｒ３. 7. 1 新 

 

２ 国民健康保険医及び薬剤師代表 

医 師 会 
森 田   悟 Ｒ１. 7. 1  

尾之内 博 規 Ｒ１. 7. 1  

歯科医師会 山 本 万寿男 Ｒ１. 7. 1  

薬 剤 師 会 大 澤 九 子 Ｒ１. 7. 1  

  

３ 公益代表 

商 工 会 竹  内  九二雄 Ｒ３. 7. 1 新 

あいち知多 
農業協同組合 竹 内 敏 信 Ｒ２. 7.20  

社会福祉協議会 渡 辺 正 敏 Ｒ１. 7. 1  

民生委員協議会 森 本  金 Ｒ２. 1.10  

  

４ 被用者保険等保険者代表 

大同特殊鋼 

健康保険組合 松 浦 次 郎 Ｒ１. 7. 1  

全国健康保険協会 

愛知支部 松 岡 祐 治 Ｒ３. 7. 1 新 

                      （任期：令和４年 6 月３0 日まで） 


